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就学援助制度において、教育局内で認定者情報が共有されなかったため、認定者の

７月分の学校給食費の口座振替又は納付書の送付の停止が行われませんでした。

本事案は、認定となった保護者から、９月４日に、７月分の給食費が口座から引落

されていると連絡があり発覚しました。

就学援助認定者の７月分学校給食費の
口座振替等停止漏れについて

【対応状況】

該当の27名に謝罪の通知を行うとともに、７月分の学校給食費を支払い済みの

方には至急返金します。

【該当者】

27名（就学援助認定者の全体数 1,925名）

【再発防止策】

教育局内での情報共有及び認定情報の登録確認を徹底することで再発を防止し

ます。


